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◆
子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

平
成
29
年
８
月
の
受
給
券
更
新

時
か
ら
所
得
制
限
を
撤
廃
し
、
全

て
の
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
な
負

担
軽
減
に
努
め
ま
す
。

◆
障
害
者
福
祉
の
充
実

平
成
29
年
度
は
、「
障
害
者
基

本
計
画
」、「
障
害
福
祉
計
画
」
の

最
終
年
度
と
な
る
こ
と
か
ら
、
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
充

実
に
向
け
、
平
成
30
年
度
か
ら
の

10
か
年
を
期
間
と
す
る
「
第
３
次

障
害
者
基
本
計
画
」
お
よ
び
平
成

30
年
度
か
ら
の
３
か
年
を
期
間
と

す
る
「
第
５
期
障
害
福
祉
計
画
」

を
策
定
し
、「
障
害
者
差
別
解
消

法
」
な
ど
の
施
策
に
も
、
適
切
に

対
応
し
ま
す
。

◆
高
齢
者
福
祉
の
充
実

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の

構
築
に
向
け
、
高
齢
者
の
多
様
な

生
活
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
体

制
整
備
を
進
め
、
身
近
な
地
域
に

お
け
る
介
護
予
防
活
動
を
新
た
に

展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者

が
健
康
を
保
ち
、
社
会
参
加
で
き

る
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
29
年
度
は
、「
第

６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
の
最

終
年
度
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の

評
価
・
見
直
し
を
行
い
、
現
在
実

施
し
て
い
る
介
護
予
防
・
日
常
生

活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
を
踏

ま
え
、
平
成
30
年
度
か
ら
始
ま
る

「
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」

を
策
定
し
ま
す
。

◆
保
健
医
療

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た

る
、
母
子
保
健
に
関
す
る
、
総
合

的
な
相
談
支
援
を
提
供
す
る
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
拠
点
と
し
て
、
平
成
29

年
４
月
１
日
施
行
の
母
子
保
健
法

に
基
づ
く
「
母
子
健
康
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
」
を
保
健
セ
ン
タ
ー
内

に
立
ち
上
げ
、
相
談
体
制
の
充
実

を
図
り
ま
す
。

◆
生
活
道
路
の
整
備

緊
急
性
お
よ
び
投
資
効
果
等

を
勘
案
し
な
が
ら
、
市
道
３
級

８
０
１
４
号
線
（
綱
島
地
先
）
を

は
じ
め
、
５
路
線
の
道
路
改
良
事

業
を
実
施
し
ま
す
。

◆
道
路
や
橋
梁
の
維
持
補
修

国
の
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付

金
を
活
用
し
て
、
幹
線
道
路
を
中

心
と
し
た
６
路
線
の
舗
装
補
修
、

な
ら
び
に
「
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕

生
活
環
境

人
と
自
然
が
共
生
し
、

ゆ
と
り
と
潤
い
に
満

ち
た
環
境
に
や
さ
し

い
ま
ち

計
画
」
に
基
づ
く
１
橋
（
明
光
橋
）

の
橋
梁
補
修
お
よ
び
58
橋
の
点
検

を
実
施
し
ま
す
。

◆
水
害
対
策

東
郷
地
先
水
門
の
ポ
ン
プ
施
設

整
備
工
事
を
平
成
30
年
度
の
完
成

に
向
け
て
実
施
し
、「
１
０
０
ミ

リ
安
心
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付
け
て

い
る
、
早
野
地
先
の
準
用
河
川
梅

田
川
の
排
水
機
場
の
整
備
を
、
平

成
29
年
度
よ
り
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
県
が
実
施
す
る
水
害
対

策
に
つ
い
て
は
、
二
級
河
川
一
宮

川
の
第
二
調ち
ょ
う
せ
つ
ち

節
池
の
増
設
に
向
け

た
用
地
取
得
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
引
き
続
き
、
早
期
に
整

備
が
図
ら
れ
る
よ
う
要
望
し
、
事

業
に
協
力
し
ま
す
。

◆
公
共
下
水
道
の
整
備

「
長
寿
命
化
計
画
」
に
基
づ
き
、

下
水
処
理
場
施
設
の
老
朽
化
対
策

を
実
施
し
、「
１
０
０
ミ
リ
安
心

プ
ラ
ン
」
の
浸
水
対
策
と
し
て
、

雨
水
ポ
ン
プ
の
能
力
増
強
工
事
を

実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
29
年
度
ま
で
の
５

か
年
計
画
で
進
め
て
い
ま
す
東
部

台
地
区
の
管か
ん
き
ょ渠
整
備
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

・
民
間
認
定
こ
ど
も
園
整
備
助
成

事
業
（
私
立
幼
稚
園
の
認
定
こ

ど
も
園
移
行
に
対
す
る
補
助
）

�

１
億
１
２
９
８
万
円

・
児
童
保
育
委
託
事
業
（
保
育
施

設
に
対
す
る
委
託
料
）

�

４
億
１
４
５
０
万
円

・
児
童
手
当
支
給
事
業

�

12
億
１
３
５
０
万
円

・
公
立
保
育
所
維
持
管
理
費

�

５
１
０
２
万
円

・
保
育
所
一
般
事
務
費
（
う
ち
保

護
者
連
絡
用
メ
ー
ル
配
信
料
76
　

万
円
）

�

２
７
９
万
円

高
齢
者
福
祉
の
充
実

・
老
人
措
置
事
業

�

８
１
０
８
万
円

障
害
者
福
祉
の
充
実

・
介
護
給
付
事
業

�

７
億
８
７
９
７
万
円

・
訓
練
等
給
付
事
業

�

４
億
１
６
９
２
万
円

・
自
立
支
援
医
療
給
付
事
業

�

９
９
２
２
万
円

・
重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療

費
助
成
事
業

�

１
億
６
２
７
６
万
円

・
障
害
児
通
所
支
援
事
業

�

１
億
９
０
４
９
万
円

ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
の
充
実

・
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
事
業

�

２
５
４
１
万
円

・
児
童
扶
養
手
当
支
給
事
業

�

３
億
４
５
７
８
万
円

低
所
得
者
福
祉
の
推
進

・
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策

分
）
給
付
事
業

�

３
億
２
７
９
５
万
円

・
生
活
保
護
扶
助
費

�

17
億
２
３
９
３
万
円

成
人
保
健
事
業
の
充
実

・
健
康
診
査
事
業

�

９
８
９
７
万
円

母
子
保
健
事
業
の
充
実

・
子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業
（
う

ち
所
得
制
限
撤
廃
に
か
か
る
費

用
１
０
０
０
万
円
）

�

３
億
８
９
１
万
円

・
予
防
接
種
事
業

�

１
億
８
２
７
０
万
円

・
母
子
保
健
事
業
（
妊
婦
、乳
児
、

１
歳
半
、２
歳
児
、３
歳
児
の
健

康
診
査
等
）�

７
６
４
３
万
円

医
療
体
制
の
充
実

・
病
院
事
業
負
担
金
【
長
生
郡
市

広
域
市
町
村
圏
組
合
】（
う
ち
広

域
医
療
救
護
所
負
担
金
：
災
害

時
の
広
域
医
療
救
護
所
整
備
費

用
の
負
担
金
１
５
７
６
万
円
）

�

６
億
１
１
９
２
万
円


